
 

 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 固 定 資 産 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に

公 布 す る 。  

平 成 26年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ４ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 固 定 資 産 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 固 定 資 産 管 理 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団

管 理 規 程 第 28号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正後  改 正前  

 

（ 定義 ）  

第 ２条  （ 略 ）  

(1) 所 属  大 阪 広 域 水 道企 業 団 水 道 企業

条 例（ 平 成 23年 大阪 広 域水 道 企 業 団 条

例 第２ 号 。以 下「 企 業 条 例」と い う。）

第 ４条 に 規 定 す る部 （ 大阪 広 域 水 道 企

業 団処 務 規 程 （ 平成 23年 大阪 広 域 水 道

企 業団 管 理 規 程 第４ 号 ）第 ２ 条 第 １ 項

に 規定 す る 出 先 機関（ 以 下「 出 先 機関 」

と いう 。 ） を 除 く。 ） 及び 出 先 機 関 を

い う。  

 

（ 帳簿 ）  

第 ５条  事 業 管 理部 長 は、 次 に 定 め る帳 簿

を 備え 、 必 要 な 事項 を 記録 整 理 し な けれ

ば なら な い 。  

(1) 建 設 仮勘 定 留 置 資 産内 訳 表  

(2) （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

 

（ 行政 財 産 の 用 途廃 止 ）  

第 18条  行 政 財 産は 、 次の い ず れ か に該 当

す ると き は 、 そ の用 途 を廃 止 す る こ とが

で きる 。  

(1)― (3) （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

 

（ 異動 報 告 ）  

第 19条  所 属 長 は、 所 管の 固 定 資 産 が次 に

該 当す る と き は 、遅 滞 なく 固 定 資 産 管理

主 任を し て 固 定 資産 異 動報 告 書 を 作 成さ

せ 、事 業 管 理 部 長に 送 付し な け れ ば なら

な い。  

(1)― (4) （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

 

（ 使用 許 可 の 範 囲）  

第 20条  行 政 財 産は 、 次の い ず れ か に該 当

す る場 合 は 、法 第 238条 の４ 第 ７ 項 の 規定

 

（ 定義 ）  

第 ２条  （ 略 ）  

(1) 所 属  大 阪 広 域 水 道企 業 団 水 道 企業

条 例（ 平 成 23年 大阪 広 域水 道 企 業 団 条

例 第２ 号 。以 下「 企 業 条 例」と い う。）

第 ４条 に 規 定 す る部 （ 大阪 広 域 水 道 企

業 団処 務 規 程 （ 平成 23年 大阪 広 域 水 道

企 業団 管 理 規 程 第４ 号 ）第 ２ 条 第 １ 号

に 規定 す る 出 先 機関（ 以 下「 出 先 機関 」

と いう 。 ） を 除 く。 ） 及び 出 先 機 関 を

い う。  

 

（ 帳簿 ）  

第 ５条  事 業 管 理部 長 は、 次 の 各 号 に定 め

る 帳簿 を 備 え 、 必要 な 事項 を 記 録 整 理し

な けれ ば な ら な い。  

(1) 建 設 仮勘 定 内 訳 簿  

(2) （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

 

（ 行政 財 産 の 用 途廃 止 ）  

第 18条  行 政 財 産は 、 次の 各 号 の い ずれ か

に 該当 す る と き は、 そ の用 途 を 廃 止 する

こ とが で き る 。  

(1)― (3) （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

 

（ 異動 報 告 ）  

第 19条  所 属 長 は、 所 管の 固 定 資 産 が次 の

各 号に 該 当 す る とき は 、遅 滞 な く 固 定資

産 管理 主 任 を し て固 定 資産 異 動 報 告 書を

作 成さ せ 、 事 業 管理 部 長に 送 付 し な けれ

ば なら な い 。  

(1)― (4) （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

 

（ 使用 許 可 の 範 囲）  

第 20条  行 政 財 産は 、 次の 各 号 の い ずれ か

に 該当 す る 場 合 は、法 第 238条 の ４ 第 ７ 項



 

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 平 成 26年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 固 定 資 産 管 理 規 程 第 27条 の 規 定 は 、 平

成 26年 ４ 月 １ 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 の 使 用 に 係 る 使 用 料

で あ っ て 、 施 行 日 以 後 に 納 入 通 知 書 を 発 行 す る も の に つ い て 適 用 し 、

施 行 日 以 後 の 使 用 に 係 る 使 用 料 で あ っ て も 、 施 行 日 前 に 納 入 通 知 書 を

発 行 し た も の に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

に より 、 そ の 使 用を 許 可す る こ と が でき

る 。  

(1)― (6) （ 略 ）  

 

第 27条  建 物 及 び使 用 期間 が １ 月 に 満た な

い土地 の使 用その他 の企業 長 が定める行

政 財産 の 使 用 に 係る 使 用料 は 、前 ２ 条の

使 用料 の額（ 第 31条 の規 定 により減 額 し、

又 は免 除 す る 場 合に あ って は 、当 該減 額

し 、又 は 免除 し た 後 の 額 ）に 100分 の 108

を 乗じ て 得 た 額 とす る 。  

 

（ 無償 譲 渡 又 は 減額 譲 渡）  

第 48条  普 通 財 産は 、 次の い ず れ か に該 当

す る場 合 に 無 償 譲渡 又 は減 額 譲 渡 及 び交

換 する こ と が で きる 。  

(1)・ (2) （ 略 ）  

 

（ 除却 ）  

第 49条  

１ ―３  （ 略 ）  

４  事 業 管 理 部 長は 、 前項 の 規 定 に より 有

形 固定 資 産 を 除 却し た とき は 、 こ れ に対

す る減 価 償 却 累 計額 を 減額 し 、 そ の 帳簿

原 価と 減 価 償 却 累計 額 との 差 額 を 、 無形

固 定資 産 を 除 却 した と きは 、 そ の 帳 簿価

額 を、 そ れ ぞ れ 固定 資 産除 却 費 を も って

整 理し な け れ ば なら な い。  

 

 

 

 

５ ―８  （ 略 ）  

 

の 規定 に よ り 、 その 使 用を 許 可 す る こと

が でき る 。  

(1)― (6) （ 略 ）  

 

第 27条  建 物 及 び使 用 期間 が １ 月 に 満た な

い土地 の使 用その他 の企業 長 が定める行

政 財産 の 使 用 に 係る 使 用料 は 、前 ２ 条の

使 用料 の額（ 第 31条 の規 定 により減 額 し、

又 は免 除 す る 場 合に あ って は 、当 該減 額

し 、又 は 免除 し た 後 の 額 ）に 100分 の 105

を 乗じ て 得 た 額 とす る 。  

 

（ 無償 譲 渡 又 は 減額 譲 渡）  

第 48条  普 通 財 産は 、 次の 各 号 の い ずれ か

に該 当 する場 合 に無 償 譲渡 又 は減 額 譲 渡

及 び交 換 す る こ とが で きる 。  

(1)・ (2) （ 略 ）  

 

（ 除却 ）  

第 49条  

１ ―３  （ 略 ）  

４  事 業 管 理 部 長は 、 前項 の 規 定 に より 有

形 固定 資 産 を 除 却し た とき は 、 こ れ に対

す る減 価 償 却 累 計額 を 減額 し 、 そ の 帳簿

原 価と 減 価 償 却 累計 額 との 差 額 を 、 無形

固 定資 産 を 除 却 した と きは 、 そ の 帳 簿価

額 を、 そ れ ぞ れ 固定 資 産除 却 費 を も って

整 理し な け れ ば なら な い。 た だ し 、 会計

規 程第 103条 の 規 定を 適 用す る 固 定 資 産 の

固 定資 産 除 却 費 は、 更 に企 業 長 が 別 に定

め る方 法 で 算 出 した 資 本剰 余 金 取 崩 し額

を 減じ た 額 と す る。  

５ ―８  （ 略 ）  

 


